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○障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

（平成二十五年六月二十六日）

（法律第六十五号）
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附則

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）の基本的な理念にのっとり、全

ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、

その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消

の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するた

めの措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障

害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の

実現に資することを目的とする。

（定義）

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。

一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以

下「障害」と総称する。）がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は

社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会

における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

三 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体（地方公営企業法（昭和二十七年

法律第二百九十二号）第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。第七号、

第十条及び附則第四条第一項において同じ。）及び地方独立行政法人をいう。
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四 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。

イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関（内閣府を除く。）及び内閣の所轄の下に置かれる

機関

ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法（平成十一年法律第八十九号）第四十九条第一項及び第

二項に規定する機関（これらの機関のうちニの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、

当該政令で定める機関を除く。）

ハ 国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第三条第二項に規定する機関（ホの政令で

定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。）

ニ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法（昭和二十二年法律第七十号）第十

六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条（宮内庁法第十八条第一項にお

いて準用する場合を含む。）の特別の機関で、政令で定めるもの

ホ 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定める

もの

ヘ 会計検査院

五 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。

イ 独立行政法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独

立行政法人をいう。ロにおいて同じ。）

ロ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法

人（独立行政法人を除く。）又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の

認可を要する法人のうち、政令で定めるもの

六 地方独立行政法人 地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定す

る地方独立行政法人（同法第二十一条第三号に掲げる業務を行うものを除く。）をいう。

七 事業者 商業その他の事業を行う者（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法

人を除く。）をいう。

（国及び地方公共団体の責務）

第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進に

関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。

（国民の責務）

第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で障害を理由とする差別の解消が重要であるこ

とに鑑み、障害を理由とする差別の解消の推進に寄与するよう努めなければならない。

（社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備）

第五条 行政機関等及び事業者は、社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確
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に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要

な環境の整備に努めなければならない。

第二章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針

第六条 政府は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するた

め、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針（以下「基本方針」という。）を定めな

ければならない。

２ 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する基本的な方向

二 行政機関等が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項

三 事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する基本的な事項

四 その他障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策に関する重要事項

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

４ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、障害者その他の関係者

の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、障害者政策委員会の意見を聴かなければ

ならない。

５ 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表し

なければならない。

６ 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

第三章 行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置

（行政機関等における障害を理由とする差別の禁止）

第七条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当

な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

２ 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要とし

ている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の

権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会

的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

（事業者における障害を理由とする差別の禁止）

第八条 事業者は、その事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的取扱

いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。

２ 事業者は、その事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意

思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵

害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去
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の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。

（国等職員対応要領）

第九条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、

当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領（以下この条及び

附則第三条において「国等職員対応要領」という。）を定めるものとする。

２ 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじ

め、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

３ 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを

公表しなければならない。

４ 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。

（地方公共団体等職員対応要領）

第十条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に

関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領

（以下この条及び附則第四条において「地方公共団体等職員対応要領」という。）を定めるよう努

めるものとする。

２ 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めようとすると

きは、あらかじめ、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。

３ 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、地方公共団体等職員対応要領を定めたときは、遅

滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

４ 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員対応要領の作成に協

力しなければならない。

５ 前三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。

（事業者のための対応指針）

第十一条 主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応する

ために必要な指針（以下「対応指針」という。）を定めるものとする。

２ 第九条第二項から第四項までの規定は、対応指針について準用する。

（報告の徴収並びに助言、指導及び勧告）

第十二条 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定

める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることがで

きる。

（事業主による措置に関する特例）
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第十三条 行政機関等及び事業者が事業主としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差

別を解消するための措置については、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和三十五年法律第百

二十三号）の定めるところによる。

第四章 障害を理由とする差別を解消するための支援措置

（相談及び紛争の防止等のための体制の整備）

第十四条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別

に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図る

ことができるよう必要な体制の整備を図るものとする。

（啓発活動）

第十五条 国及び地方公共団体は、障害を理由とする差別の解消について国民の関心と理解を深める

とともに、特に、障害を理由とする差別の解消を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発

活動を行うものとする。

（情報の収集、整理及び提供）

第十六条 国は、障害を理由とする差別を解消するための取組に資するよう、国内外における障害を

理由とする差別及びその解消のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

（障害者差別解消支援地域協議会）

第十七条 国及び地方公共団体の機関であって、医療、介護、教育その他の障害者の自立と社会参加

に関連する分野の事務に従事するもの（以下この項及び次条第二項において「関係機関」という。）

は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該

相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行う

ため、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会（以下「協議会」という。）を組

織することができる。

２ 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認めるときは、

協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。

一 特定非営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規定する特定非営利活動法人そ

の他の団体

二 学識経験者

三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者

（協議会の事務等）

第十八条 協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、障害者から

の相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組に関する

協議を行うものとする。
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２ 関係機関及び前条第二項の構成員（次項において「構成機関等」という。）は、前項の協議の結

果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を行うも

のとする。

３ 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構成

機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取

組に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると認めるときは、構成機関等に

対し、相談を行った障害者及び差別に係る事案に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協

力を求めることができる。

４ 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公

表しなければならない。

（秘密保持義務）

第十九条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議

会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

（協議会の定める事項）

第二十条 前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

第五章 雑則

（主務大臣）

第二十一条 この法律における主務大臣は、対応指針の対象となる事業者の事業を所管する大臣又は

国家公安委員会とする。

（地方公共団体が処理する事務）

第二十二条 第十二条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方

公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。

（権限の委任）

第二十三条 この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、そ

の所属の職員に委任することができる。

（政令への委任）

第二十四条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

第六章 罰則

第二十五条 第十九条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第二十六条 第十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に

処する。
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附 則 抄

（施行期日）

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第六条までの規定

は、公布の日から施行する。

（基本方針に関する経過措置）

第二条 政府は、この法律の施行前においても、第六条の規定の例により、基本方針を定めることが

できる。この場合において、内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、同条の規定の例によ

り、これを公表することができる。

２ 前項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において第六条の規定により定め

られたものとみなす。

（国等職員対応要領に関する経過措置）

第三条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、この法律の施行前においても、第九条の規定の例

により、国等職員対応要領を定め、これを公表することができる。

２ 前項の規定により定められた国等職員対応要領は、この法律の施行の日において第九条の規定に

より定められたものとみなす。

（地方公共団体等職員対応要領に関する経過措置）

第四条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、この法律の施行前においても、第十条の規定

の例により、地方公共団体等職員対応要領を定め、これを公表することができる。

２ 前項の規定により定められた地方公共団体等職員対応要領は、この法律の施行の日において第十

条の規定により定められたものとみなす。

（対応指針に関する経過措置）

第五条 主務大臣は、この法律の施行前においても、第十一条の規定の例により、対応指針を定め、

これを公表することができる。

２ 前項の規定により定められた対応指針は、この法律の施行の日において第十一条の規定により定

められたものとみなす。

（政令への委任）

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（検討）

第七条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、第八条第二項に規定する社会的障

壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法律の施行の状況について

検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
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○障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例施行規則

平成26年９月30日

規則第39号

障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例施行規則をここに公布する。

障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例施行規則

目次

第１章 総則（第１条・第２条）

第２章 相談対応記録（第３条）

第３章 鹿児島県障害者差別解消支援協議会（第４条―第10条）

第４章 あっせん（第11条・第12条）

第５章 勧告及び公表（第13条・第14条）

第６章 意見陳述の機会の付与（第15条―第21条）

附則

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この規則は，障害のある人もない人も共に生きる鹿児島づくり条例（平成26年鹿児島

県条例第28号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（用語）

第２条 この規則において使用する用語は，条例において使用する用語の例による。

第２章 相談対応記録

第３条 条例第18条第１項の相談員は，条例第17条第２項に規定する相談への対応を行ったと

きは，相談対応記録票（別記第１号様式）を作成し，その内容を明確に記録しなければなら

ない。

第３章 鹿児島県障害者差別解消支援協議会

（組織）

第４条 条例第19条第１項の鹿児島県障害者差別解消支援協議会（以下「協議会」という。）

は，委員22人以内で組織する。

２ 委員は，次に掲げる者のうちから，知事が任命する。

障害のある人又はその家族その他の関係者が組織する団体を代表する者

関係行政機関の職員

福祉，医療，雇用，教育その他の障害を理由とする差別の解消の推進に関連する分野の

業務を行う関係団体を代表する者

学識経験者

（任期）

第５条 委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。

２ 委員は，再任されることができる。
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（会長）

第６条 協議会に会長を置き，委員の互選によりこれを定める。

２ 会長は，会務を総理し，協議会を代表する。

３ 会長に事故があるとき，又は会長が欠けたときは，会長があらかじめ指名する委員が，そ

の職務を代理する。

（会議）

第７条 協議会の会議（以下「会議」という。）は，会長が招集し，会長が議長となる。

２ 会議は，委員の過半数が出席しなければ，開くことができない。

３ 会議の議事は，出席した委員の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決するところに

よる。

４ 会議の議事に直接の利害関係を有する委員は，その議事に加わることができない。

（部会）

第８条 協議会は，その定めるところにより，部会を置くことができる。

２ 部会に属すべき委員は，会長が指名する。

３ 部会に部会長を置き，会長の指名する委員がこれに当たる。

４ 部会長は，当該部会の事務を掌理する。

５ 部会長に事故があるとき，又は部会長が欠けたときは，当該部会に属する委員のうちから

部会長があらかじめ指名する者が，その職務を代理する。

６ 協議会は，その定めるところにより，部会の決議をもって協議会の決議とすることができ

る。

７ 前条の規定は，部会について準用する。この場合において，同条第１項中「協議会」とあ

るのは「部会」と，「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

（庶務）

第９条 協議会の庶務は，保健福祉部において処理する。

（協議会の定める事項）

第10条 この章に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，協議会が定める。

第４章 あっせん

（あっせんの申立て）

第11条 条例第20条第１項又は第２項の申立てをしようとする者は，あっせん申立書（別記第

２号様式）を知事に提出しなければならない。

（あっせんの不実施等）

第12条 知事は，条例第21条第４項の規定により，協議会からあっせんを行わない旨の報告を

受けたときは，あっせん申立書を提出した者に対し，速やかに，その旨を書面により通知す

るものとする。

２ 知事は，条例第21条第４項の規定により，協議会からあっせんを打ち切った旨の報告を受

けたときは，あっせん申立書を提出した者及び障害を理由とする不利益な取扱いを行ったと
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される者に対し，速やかに，その旨を書面により通知するものとする。

第５章 勧告及び公表

（勧告の方式）

第13条 条例第22条第２項の規定による勧告（以下「勧告」という。）は，次に掲げる事項を

記載した書面をもってするものとする。

障害を理由とする不利益な取扱いを行った者の住所及び氏名（法人にあっては，主たる

事務所の所在地，名称及び代表者の氏名）

勧告の原因となる事実

勧告の内容

その他知事が必要と認める事項

（公表の方法）

第14条 条例第22条第３項の規定による公表（以下「公表」という。）は，次に掲げる事項を

鹿児島県公報へ登載することその他知事が適当と認める方法により行うものとする。

障害を理由とする不利益な取扱いを行った者の住所及び氏名（法人にあっては，主たる

事務所の所在地，名称及び代表者の氏名）

公表の原因となる事実

勧告の要旨

その他知事が必要と認める事項

第６章 意見陳述の機会の付与

（意見陳述の機会の付与の方式）

第15条 条例第23条の規定による意見陳述（以下「意見陳述」という。）は，知事が口頭です

ることを認めたときを除き，次に掲げる事項を記載した書類（以下「意見書」という。）を

提出してしなければならない。

公表に係る者の住所及び氏名（法人にあっては，主たる事務所の所在地，名称及び代表

者の氏名）

公表に対する意見

その他必要な事項

（意見陳述の機会の付与の通知の方式）

第16条 知事は，意見書の提出期限（口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には，出頭

すべき日）の１週間前までに，公表に係る者に対し，次に掲げる事項を書面により通知する

ものとする。

予定される公表の内容

意見書の提出期限（口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には，その旨並びに出

頭すべき日時及び場所）

意見陳述に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

２ 知事は，公表に係る者の所在が判明しない場合においては，前項の規定による通知を，そ
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の者の氏名（法人にあっては，名称及び代表者の氏名），同項第２号に掲げる事項及び知事

が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を県庁前の掲示板に

掲示することによって行うことがある。この場合においては，掲示を始めた日から２週間を

経過したときに，当該通知がその者に到達したものとみなす。

（代理人）

第17条 前条第１項の規定による通知を受けた者（同条第２項後段の規定により当該通知が到

達したものとみなされる者を含む。以下「公表当事者」という。）の代理人は，各自，公表

当事者のために，意見陳述に関する一切の行為をすることができる。

２ 公表当事者は，代理人を選任したときは，代理人選任届出書（別記第３号様式）及び公表

当事者が代理人に対して公表当事者のために意見陳述に関する一切の行為をすることを委任

する旨を明示した書面を知事に提出しなければならない。

３ 公表当事者は，選任した代理人がその資格を失ったときは，代理人資格喪失届出書（別記

第４号様式）を知事に提出しなければならない。

（意見陳述の機会の期日又は場所の変更）

第18条 公表当事者は，やむを得ない理由がある場合には，知事に対し，意見陳述期日等変更

申出書（別記第５号様式）により意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所

の変更を申し出ることができる。

２ 知事は，前項の規定による申出により，又は職権で，意見書の提出期限を延長し，又は出

頭すべき日時若しくは場所を変更することがある。

３ 知事は，前項の規定により意見書の提出期限を延長し，又は出頭すべき日時若しくは場所

を変更したときは，公表当事者に対し，速やかに，その旨を書面により通知するものとする。

（口頭による意見陳述の聴取）

第19条 知事は，口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には，その指名する職員に意見

陳述を録取させるものとする。

２ 前項の規定により意見陳述を録取する者（以下「意見陳述録取者」という。）は，意見陳

述の冒頭において，予定される公表の内容を公表当事者に対し説明しなければならない。

（意見陳述調書）

第20条 意見陳述録取者は，次に掲げる事項を記載した調書（以下「意見陳述調書」とい

う。）を作成しなければならない。

口頭による意見陳述の件名

口頭による意見陳述の日時及び場所

意見陳述録取者の氏名及び職名

口頭による意見陳述の期日に出頭した公表当事者の住所及び氏名

口頭による意見陳述の期日に出頭しなかった公表当事者の住所及び氏名並びに出頭しな

かったことについての正当な理由の有無

公表当事者の口頭による意見陳述の要旨
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証拠書類等が提出されたときは，その名称

その他参考となるべき事項

２ 意見陳述調書には，書面，図画，写真その他知事が適当と認めるものを添付して意見陳述

調書の一部とすることができる。

３ 意見陳述録取者は，口頭による意見陳述の終結後速やかに，意見陳述調書を知事に提出し

なければならない。

（意見書の不提出等の場合における措置）

第21条 知事は，公表当事者が正当な理由なく第16条第１項第２号の提出期限（第18条第２項

の規定により延長された提出期限を含む。）までに意見書を提出しない場合又は同号の出頭

すべき日時（第18条第２項の規定により変更された出頭すべき日時を含む。）に出頭しない

場合には，当該公表当事者に対し改めて意見陳述の機会を与えないものとする。

附 則

１ この規則は，平成26年10月１日から施行する。

２ この規則の施行後最初に任命される委員の任期は，第５条第１項の規定にかかわらず，平

成28年３月31日までとする。
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団　　　体　　　名

社会福祉法人鹿児島県身体障害者福祉協会 会長 佐藤　彰矩

一般社団法人鹿児島県視覚障害者団体連合会 理事 山之内　トミエ

一般社団法人鹿児島県聴覚障害者協会 事務局長 大久保　正代

社会福祉法人鹿児島県手をつなぐ育成会 理事 十島　真理

かごしま精神医療福祉ユーザーネット協議会 会長 宮路　祐二

NPO法人鹿児島県自閉症協会 会長 吉田　光一

かごしま難病支援ネットワーク 会長 黒木　恵子

かごしま障害フォーラム 代表 岩﨑　義治

生活介護事業所　奏の丘
（鹿児島県知的障害者福祉協会）

施設長 久木元　御千子

社会福祉法人そてつ会　竹山苑
（鹿児島県障害者支援施設協議会）

苑長 原田　啓介

ウエルフェア九州病院
（鹿児島県精神科病院協会）

院長 鮫島　秀弥

南九イリョー株式会社事業本部
（鹿児島県経営者協会）

副本部長 池田　拓郎

鹿児島県商工会議所連合会 事務局長 三宅　正敏

公益社団法人鹿児島県バス協会 事務局長 上田橋　丞二

鹿児島労働局職業安定部職業対策課 課長 日髙　謙次

鹿児島県教育庁義務教育課 課長 金城　太一

鹿児島大学教育学部 教授 肥後　祥治

鹿児島県弁護士会高齢者・障害者支援委員会 委員 上山　幸正

公益社団法人鹿児島県社会福祉士会 理事 小屋敷　美知子

鹿児島県労働委員会 会長 宮廻　甫允

鹿児島市健康福祉局福祉部
（鹿児島県市長会，鹿児島県町村会）

部長 湯通堂　直

鹿児島県保健福祉部 部長 古薗　宏明

（２２名）

鹿児島県障害者差別解消支援協議会　委員名簿

氏　　　　名
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